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令和４年１月から実施されていた新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置は、３月２１

日をもって全ての都道府県で終了します。しかしながら政府・各都道府県から、第６波を収束させ、

感染再拡大を防ぐため、引き続き感染予防に努めるよう市民に要請されています。 

 
 

 

 

 

 

 

文部科学省認可通信教育 

《健康だより》まん防解除、でも気を引き締めよう 
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